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口頭報告（共同）「過失不作為犯の帰属原理」日本刑法学会関西部会2023年1月
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過失の競合における信頼の原則



成果の概要 / 楊 秋野 

 

研究内容： 

本研究は、過失の競合における信頼の原則をテーマとしていたが、それだけ

でなく、過失不作為犯における責任主体の認定、予見可能性の判断、情報収集

義務の判断などの過失犯関連問題を広く取り扱った。 

2011年の東電福島原発事故や、2005年の福知山線脱線事故からみたように、

現代における科学技術の発展は、我々の生活の質を高める一方で、多数の死傷

者を伴う大事故のリスクをも増大させている。そうした大事故の際には、責任

者を処罰し、リスクを制御せよとの強い社会的要請が生じるところ、日本の裁

判実務は、この要請に応じて、過失犯の成立範囲を拡張する傾向にある。こう

した実務の傾向に対しては、処罰範囲が際限なく広がり、国民の行動の自由を

過度に制約するおそれがあるとの強い批判も向けられている。現代社会におけ

る過失犯論を特徴づけるのは、リスク制御の要請と行動の自由との相剋である。

本研究は、過失犯の諸要件をめぐる問題を検討することにより、リスク制御と

行動の自由とのバランスを見つけようとした。 

具体的に、①責任主義について、結果実現意思を欠く過失犯の行為者に対し

て刑事責任を問う根拠を解明すること、②予見可能性について、予見可能性の

主観的帰責機能およびそれと責任主義との関連性を検討の中心として、過失犯

における予見可能性の要件をさらに明確化すること、③情報収集義務について、

情報収集義務と結果回避義務および予見可能性との関係という位置づけの問

題、および情報収集義務の判断枠組みを解明すること、④結果回避義務につい

て、いまだ十分に明らかにされていない結果回避義務判断における行政法規の

役割を明らかにすること、⑤過失の競合における注意義務、過失責任の判断枠

組みを明らかにすることを主な研究内容とした。 

  

研究成果： 

令和 4年度に、これまでの研究成果をまとめ、著書を出版したほか、その一

部の内容を学会で報告した。 

『過失不作為犯の帰属原理』（成文堂、2022） 

口頭報告（共同研究）「過失不作為犯の帰属原理」日本刑法学会関西部会 2023

年 1月 


